
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大村市男女共同参画推進センターだより 

「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」 

6月 23日から 29日までの 1 週間は、「男女共同参画週間」です。 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性

と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、一人

ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップ

について、この機会に考えてみませんか？ 

 プラットおおむら 

講 座 室  パソコン講座 

大会議室  女性市議と語ろう、フラダンス発表 

      ミニ手話講座、チェアエクササイズ体験 

      パネル展 

1 階ロビー 花苗販売、オレンジクローバー商品販売 

にじいろマルシェ手作り雑貨の販売・ 

ワークショップ 

 プラザおおむら 

キッチンスタジオ 

「親子で楽しめる KINOBUTA 講座」 

  ①離乳食の作り方 

  ②美味しいハンドドリップコーヒーの淹れ方 

 ※「ハートパルまつり」限定ランチ（弁当）販売 

 

  
  

 

映画「わたしのヒーロー」 

 上映とミニシンポジウム 

日時：6 月 27 日(日)11 時～12 時 30 分 

場所：プラザおおむら ホール 

定員：60 人（先着順） 

申込方法：電話・申込フォームなど 

申込締切：6 月 21 日(月) 

※託児無料（1 歳～未就学児・要予約） 

※要約筆記あり 

育休から復職後も家事・育児に積極的に関わるパ

パの葛藤と、共働き夫婦が日常で起こる困難をど

のように乗り越えていくのかを爽やかに描いた

映画です。上映後に、実際に育休を取得した男性

2 人を迎え、ミニシンポジウムを行います。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、開催を中止する場合があります。 

※参加者の方は、マスク着用・入場時検温・手指消毒をお願いいたします。 



 

・電話相談 ・面接相談 (できれば事前にお電話を) 

・月曜～金曜 ９時～１７時（祝・年末年始休） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

☆当センターの講座・イベントに参加し右図の駐車場をご利用の場合 

は、無料駐車券を発行します。 

【問合せ先】 

大村市男女共同参画推進センター「ハートパル」 
〒856-0832 

大村市本町 458 番地 2 プラットおおむら 4 階（旧浜屋ビル） 

TEL：0957-54-8715  FAX：0957-54-8700 

E ﾒｰﾙ：danjyo-s＠city.omura.nagasaki.jp 

[問合せ時間] 月～金 ８時 30分～17 時 30分(祝・年末年始休) 

 

無
料
で
す 

秘
密
は
守
り
ま
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実施日：令和３年６月２４日(木)11 時～15時 

場 所：長崎県弁護士会（長崎市栄町 1-25-４F） 

電話相談：０９５‐８２４‐００５２ 

※面談相談は事前予約制（☎ 095-824-3903） 

※定員になり次第締め切りとなります。 

性犯罪・性暴力をなくすために、私たちは何ができるのか？ 

全国の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援

センターへの相談件数は年々増加傾向にあり、令和２年度

下半期の件数は 27,855 件で、前年同期の 30％増の相談

がありました。また、内閣府が行った、性暴力に関する SNS

相談「キュアタイム」（令和２年 10 月～令和３年１月）への相

談は 293 件でした。被害者は、「被害にあったのは自分の

せい」と思いがちで相談しないことが多く、これらの相談

件数は氷山の一角だと言われています。望まない性的な行

為は、暴力です。年齢や性別にかかわらず起こり得ます。

特に子どもが被害を受けると、癒えない心の傷、いわゆる

トラウマ（心的外傷）がもたらされると言われています。

その影響は様々な形で表れます。性犯罪・性暴力をなくす

ために、私たちは何ができるのでしょうか。 

●性犯罪 

強制性交等（レイプ）、強制わいせつ、痴

漢、のぞき、盗撮、公然わいせつ、児童買春、

児童ポルノ製造 

●性暴力（望まない性的な行為） 

レイプ、体や性器に直接触れる行為（痴漢

も含む）、盗撮、性器を見せる、ポルノ映像・

写真を見せることやその被写体にする、それ

を勝手に公開する、性的な嫌がらせをするこ

とすべて。 

 

 

 

専門の女性相談員が、心とからだを守るための支援を

おこないます。相談無料・秘密厳守 
 

性暴力被害相談専用ホットライン 
 

 
相談受付 9 時 30 分～17 時 

（土・日・祝日、年末年始を除く） 

性暴力被害者支援 

・まずは、安全な場所に避難しましょう。 

自分の体や心の安全を第一に考えてください。 

・専門機関に相談しましょう。あなたの立場と意思を尊重

して、支援をしてくれます。 

・相手の言葉を信じることが大切です。その際、根掘り葉

掘り聞かないで、「よく話してくれたね」「話してくれて

ありがとう」と全面的に受け止め、専門機関につなげま

しょう。 

 ※「性暴力被害者支援サポートながさき」の HP では被害者へ

の対処法が詳細に掲載されています。 

月曜・水曜・土曜 17 時～21 時 
チャットでお話ができます。 


